
 

伊予市文化交流センター舞台設備管理運営業務委託仕様書 

 

１ 目的 

この仕様書は、伊予市文化ホール（以下「ホール」という。）のホール等における舞

台施設及び舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備並び映像設備等の管理運営業

務の大要を示すものであり、この仕様書に定める事項に従い、舞台施設の良好な管理

運営と事故を未然に防ぎ、利用者との信頼関係の構築に努めるものとし、本仕様書に

記載のない事項であっても当該業務実施上、当然に必要とする事項については、契約

金額の範囲内で実施するものとする。 

 

２ 対象施設の建物概要 

(1) 施設概要 

施設名：伊予市文化ホール 

所在地：伊予市米湊７６８番地２ 

開 館：平成 31年８月１日 

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

建築面積：5,557.40㎡ 

延床面積：7,403.82㎡ 

(2) ホール及び諸室概要 

ホール：客席数３８２席（車椅子室２席含む） 

楽 屋：定員 名程度 12名程度 ２室 

搬出入室：１１ｔトラック１台駐車可 

 

３ 施設運営状況 

(1) 開館時間 

 ９：００～２２：００ 

(2) 休館日 

  毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 

  年末年始（12月 29日～1月３日） 

 

４ 契約期間 

契約日から平成 32 年３月 31日（火）まで 

 

５ 業務の範囲 

 ホール等における業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 舞台設備等の運用管理・保全業務 

(2) 舞台設備等の操作技術業務 

(3) その他施設管理運営に必要な業務 

 

６ 委託業務内容 

(1) 日常業務 

①ホール施設（ホール及びそれに付随する施設）の技術的な管理及び運営を行う。 



 

②ホールの舞台機構、舞台照明、舞台音響、映像等の設備・機器・備品を常に良

好かつ安全な状態で使用できるよう簡単な点検、修理、清掃等を行う。 

③設備備品の操作及び管理に関して技術的な調査及び研究を行い施設の機能改善 

に努める 

④施設利用者、施設関係者と催し物の相談、技術打合せを行い、必要に応じて見

積等の書類を作成する。 

⑤以下の問合せ等に対応する 

 ア 施設使用に関する問合せへの助言 

イ 設備・備品の仕様や効果的な利用方法等についての案内および相談 

ウ 視察、見学等に対して設備の説明及び案内 

(2) 貸館における業務 

①舞台・音響・照明・映像等に係る設備や備品の仕込・操作・撤去及び原状復帰 

についての指導・助言及び立会、使用前後の貸出諸室の原状確認を行う。 

②使用終了後、舞台及び各操作室・楽屋等の諸室、設備・備品等の点検と確認を 

行う。 

(3) 自主事業時における業務 

①市が行う自主事業のプランニング・オペレーターとしての参画、ワークショッ

プ、市民参加型事業等への協力を行う。 

②必要に応じて仕込図の作成、レンタル備品の手配等を行う。 

③必要に応じて技術者の臨時派遣者の発注・打合せ等への出席を手配する。 

④設備・備品等の操作を行う。 

⑤設備・備品等の準備・仕込及び撤去、原状復帰を行う。 

⑥原状復帰終了後、舞台及び各操作室、使用諸室、設備・備品等の点検と確認を

行う。 

(4) その他上記各号に付随する業務 

①使用物品、機材等の使用報告 

②業務日誌の記録 

③付随備品、消耗品等の管理 

④必要に応じた見積作成 

⑤その他、甲の指示する業務 

(5) 開館準備に係る舞台関係業務 

市が行う舞台機構、舞台照明設備、舞台音響設備に係る舞台機構等、舞台使用

マニュアル及び安全管理マニュアル作成 

 

７ 業務時間及び業務日 

(1) 共通事項 

原則として８：３０～２２：３０までとする。ただし、施設の利用状況により延

長又は短縮する場合がある。 

出来高払いでなく、勤務時間が延長しても委託料に変更なく、当初の委託料の範

囲での対応となるよう、年間１，６８３時間まで対応可能な計画とすること（７月

１日からの勤務を想定。※年間２２６日×7.45時間）。 

 



 

(2) 勤務日 

通年（年末年始の休館日を除く。） 

 

８ 勤務体制 

(1) ホールの利用がある日の体制 

ホールの利用がある日（年間 50日を想定）は、基本的に、施設運営業務従事者（以

下、「業務従事者」という。）１名、舞台照明技術者１名、舞台音響技術者１名の計

３名を配置する。 

(2) ホールの利用がない日等の体制 

ホールの利用がない日又は保守点検日等は、業務従事者１名を配置する。 

 

(3) 派遣技術者の手配 

業務従事者の貸館対応が不可能になった場合、又は自主事業で必要になった場合

には、市と協議のうえ臨時に派遣技術者を手配する。 

 

９ 業務従事者の要件等 

受注者は、ホールの舞台の管理運営に係る全般的な知識を有し、精通するととも

に、積極的に業務に従事する意欲のある、誠実で健康な者を従事させなければなら

ない。 

従事者の要件、従事者名簿の提出等は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 技術責任者等の配置 

受注者は、次に定める要件を有した者を配置すること。 

①業務従事者 

施設と同種、同規模以上のホール・劇場等での舞台設備管理運営業務につい

て概ね５年以上の経験を有し、舞台設備等の管理、自主事業・貸館事業等の技

術プラン及び操作ができ、対外交渉能力を有する者とする。 

②技術者 

施設と同種、同規模以上のホール・劇場等での舞台設備管理運営業務につい

て概ね３年以上の経験を有し、舞台機構・舞台照明及び舞台音響技術に関する

知識が豊富で、舞台の管理運営業務ができ、責任感を有する者とする。 

   ③交代要員 

    業務従事者の交代要員として、あらかじめ常駐技術者と同等の資質を備えた

者を代行員として定め、委託業務に支障を来たさないよう万全を期すこと。 

(2) 業務従事者の報告及び承認 

受注者は、契約締結後速やかに、業務従事者の氏名、経歴等を記載した従事

者名簿を市に提出、協議のうえ承諾を得るものとする。 

(3) 不適格者の交代 

市は、業務を能率的かつ円滑に実施するため、従事者のうち不適格者がある

と認めたときは、その旨を受注者に通知して交代を申し出ることができるもの

とする。この場合、受注者は市の申し出を認めたときは、速やかに従事者の交

代を行うものとする。 

(4) 業務従事者の交代に係る報告及び承認 



 

受注者は、従事者を交代しようとするときは、１か月前までに、その旨を文

書により市に通知し、協議のうえ承諾を得ることとする。 

 

10 経費等の負担区分 

この業務に必要な経費等の負担区分は次のとおりとする。 

(1) 市が負担するもの 

①業務従事者の事務室等（ロッカー、事務机等） 

②業務遂行に必要な電気、水道等の光熱水費 

③各装置、機器の修繕に必要な材料及び部品 

④電球、バッテリー、ヒューズ等の消耗品 

⑤その他市が負担することが適当であると認められるもの 

(2) 受注者が負担するもの 

①業務遂行に必要な事務用品 

②従事者が業務の必要に応じて所定の勤務時間を超えた場合の実費 

③その他受注者が負担することが適当であると認められるもの 

(3) その他 

本仕様書に定めのない経費が発生する場合は、委託者と協議の上、負担及び支払

方法等を決定する。 

 

11 服務規律等 

(1) 研修・教育等 

受注者は、委託業務の遂行にあたり、従事者に対し、利用者及び来館者に不快

感を与えない身だしなみ、服装、親切で丁寧な言葉使いや対応の仕方等を指導し、

教育しなければならない。 

(2) 服務規律等 

受注者は、従事者に次の各項に掲げる事項を遵守させなければならない。 

①服務の遂行にあたっては、常に誠実かつ安全に期すること。 

②服務の遂行にあたっては、名札を着用するとともに、常に清潔を保つこと。 

③施設利用者との相互協力に努めるとともに、施設利用者へのサービスの向上に

も努めること。 

 

12 その他 

(1) 本仕様書内容に疑義が生じた場合は、その都度事務局と協議の上、その指示に

従い調査を進めるものとし、業務期間中は事務局からの進捗確認にいつでも応じ

ること。 

(2) 本業務において知り得た秘密事項は、秘密を厳守するもとし、一切他に公表も

しくは貸与、使用しないこと。 

(3) 本業務計画策定にあたっては、「第２次伊予市総合計画」及び「伊予市図書館・

文化ホール等管理運営実施計画」との整合性を考慮し、財政状況等を勘案した実

現可能なものとすること。 

(4) 本業務の履行にあたっては、その他関係法令・通達等ならびに伊予市の条例・

規則等を遵守すること。 


